
「トレーナーオプション」利用要項 
 
 
 

 

1．契約要項 

・「トレーナーオプション」ご契約は登録店舗で行い、ご利用も登録店舗のみとなります。 

・月に 4回パーソナルトレーナーとのマンツーマントレーニングを受講することができます。 

・回数の翌月以降の持越しはございません。 

・当日キャンセルは 1回分消化とさせていただきます。 

・安全にトレーニングして頂くためにトレーナーがお客様の既往歴や怪我などの健康状態をお

伺いすることがございます。 

・トレーニング前にお客様の体調を確認させて頂きます。体に害を及ぼす可能性がある場合は 

トレーニングを中止させて頂くことがございます。 

・専門のトレーナーが指導させて頂きますが、結果を保証するものではございません。 

・安全には配慮してトレーニング指導を致しますが実施の際は自己責任において安全に留意し 

て行っていただきますようお願い致します。 

 

2．会費について 

  ・クラブ指定の金額を毎月の会費と合わせ請求させていただきます。 

  ・月途中での契約・解約に日割り及び週割りによる割引等はございません。 

  ・解約のお手続きがない限り、自動更新となり、会費と合わせて料金をお支払いただきます。 

  ・契約期間は 1 ヶ月単位で、実施の有無にかかわらず料金はお支払いいただきます。 

  ・新規申込時に限り、フロントでのお支払いが必要となります。 

 

3．解約について 

・「トレーナーオプション」を解約する場合は、所定のお手続きが必要となります。 

・更新されない場合は、毎月 15日（15日が休館日にあたる場合はクラブ指定日）までに登録店 

舗フロントにてお手続きをお願い致します。尚、15 日を過ぎた場合、トレーナーオプション契約

は更新となり、翌月分料金はご請求させていただきます。 

・お電話でのお手続きは受け付けておりませんので、お手数ですがフロントまでお越しください。 

 

4．その他 

・トレーニング中体に違和感などございましたらすぐに担当トレーナーに申し付け下さい。 
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